
市長交際費の支出及び公表に関する取扱い要領

(目的)

第� 1条 この要領は、市政の円滑な運営を図るために、市長等が市を代表し外

部の個人又は団体と交際する上で必要な経費(以下「市長交際費」としヴ。)

を支出する際の基準及びその公表に関し必要な事項を定めることを目的とす

る。

(市長交際費の項目、適用の範囲及び支出額)

第� 2条 市長交際費の項目、適用の範囲及び支出額は別表� 1から別表4のとお

りとする。

(市長交際費の公開)

第� 3条 市長交際費の使途は市ホームページ及び市役所本庁� 1階行政資料コー

ナーにおいて公開するものとする。

(公開する情報)

第4条公開する情報は、次に掲げるものとする。� 

(1)支出項目 

( 2)支出年月日� 

( 3)支出内容� 

(4)支出額 

2 前項各号に掲げる情報のうち個人情報の保護のため特に必要と認められる

場合には、その全部又は一部を公表しないことができる。

(公開の時期)

第5条 市ホームページ及び市役所本庁� 1階行政資料コーナーにおける公開は、

毎月� 15日までに前月分の市長交際費につき公開するものとする。

(市長交際費の見直し)

第� 6条 市長交際費の項目、適用の範囲及び支出額については、社会状況の変

化を考慮し、適宜見直すものとする。

附則

(施行期日) 

1 この要領は、平成� 21年� 1月� 1日から施行し、同日以降に支出される市長

交際費について適用する。

(旧要領の廃止) 

2 市長交際費の支出及び公表に関する取扱い要領(平成� 19年� 4月� 1日施行)

は廃止する。

附則

この要領は、平成� 24年� 10月� 1日から施行する。

附則

この要領は、平成� 25年4月� 1日から施行する。



間表1(第2条)

寝 自 適用の範臨 支出額� 

1号聖金 野j裁定のとおり 別表� 2のとおり

2会費・祝金

下記の行事等に出席する際!こ必袈な会費‘祝金� 

悶・県・他市町村・官公署行事� 

公的団体関係行事� 

梅祉関係間体行事� 

教育関穣団体仔事

震療関儀盟体行事

自治会・駒内会等関保行事

チャリチィー関様行事

畏間企業等関係行事※1

各積大会・膿覧会等行事※� 2

叙勲・祝策会等の慶祝行事※3

(1) 5，000円から� 10，000向

(2)会費制の場合i立会襲額

(3)近議事と誤撃が必饗な場合法調整した舗

(4)欠席の場合法~饗iこ応じ祝電対応する

3毘舞金

市と関係する官公審等の長、璽・菓・市等合議
員〈見職を含む)、行政委員会の委員、各護憲� 
議会の委員等、帯設立深く関わりのある者が、� 
原票きとしてア話以上の入読文iま1ヶ月以上の自
宅療養を饗する場合の晃舞金で特に必要と総
めもれるもの※� 4

10，OOOp::J 

ア接渇費
市政運営上必要な懇談等に袈
する経費

社会通念上逼圭と認められる金額

イ交際物品質 記念品・手土産代など� 11 

4その他 ウ激励金
大会等へ出場する器入又法認
体への滋揚金で特に必要と器� 
ゐられるもの

11 

エ電報代
事寵・祝電・その他の電報に係� 
る経費

11 

才その 他
上却に購さないもので市長が� 
特に必要と認めたもの

11 

{注釈]

探1…民間企業等関係行事とは、司宮内企業の起工式、竣工式、郵立記念式典設び創立10周年以上の記念式典とする。� 

※2…関じ毘捧等が定患的iこ実態する発表金・援示会等の顕一行事については、願期として年一回とする。

滋3・結婚式iこついては、支出しない。H

叙勲i二ついて誌、市民であることを療闘とするが、議員(元議員)1こあっては印間市選出匹の者を対象とする。
なお、郎監事故に功績のあった市外の容については担当部等と協議すること。

楽今日…般膿の公務員には支出しない。



別表2(第2条)

別表1に掲げる弔慰金

区 分 対 象 者 香 典 生花又は花環 弔� 電。備 考

市長、副市長、
教育長� 

市長等本人 10，000円� 1基� 。11 配偶者・実義親・子等 10，000円� 1基� 。元市長等本人 10，000円� 1基� 。
近隣市長等

※1※2 

市長等本人� 10，000円� A 。11 配偶者・実義親・子等 10，000円� A 。
議員関係

※2 

地元選出国会・県議会議員� 10，000円� A 。11 配偶者・実義親・子等 10，000円� A 。市議会議員� 10，000円� 1基� 。11 配偶者・実義親・子等 10，000円� 1基� 。元市議会議員 10，000円� 1基� 。元地元選出国会・県議会議員 10，000円� A 。学校関係 小・中学校校長本人 10，000円� 1基� 。

市民関係
※2 

行政委員会委員本人� 10，000円� 1基� 。別表3参照11 配偶者・実義親・子等 10，000円� 1基� 。各種審議会等委員本人 10，000円� 1基� 。各種団体等の長本人� 10，000円� 1基� 。別表4参照

名誉市民本人 10，000円� 1基� 。 ※3 

市民栄誉賞受賞者本人� 10，000円� 1基 。100議以上 一� 。
職 員

職員本人� 10，000円� 1基 。11 配偶者・実義親・子等 一 一
上記以外(市長協議) 上記の範囲内で対応

[注釈] 

A印は、他市町村との調整による。

。印の電報は、参列した場合は無

※通夜見舞については、その都度協議すること。

※1……近隣市長等とは原則的には下記に掲げる業務上関係する市町村長等で、交
際している首長及びその親族を指す。ただし、県内市長等については近隣等との調整
による。� 

※2……同居以外の実・義親子については、その都度協議する。� 

※3……印西市名誉市民条例第4条の弔祭料は50，000円とする。� 

※1の業務上関係する市町村

印施郡市広域市町村圏事務組合、印西地区衛生組合、印施利根川水防事務組合、印
西地区消防組合、印西地区環境整備事業組合、長門川水道企業団等



別表3(第2条)

別表21こ掲げる主な者

行政委員会

・教育委員 -農業委員会委員

.監査委員 ・選挙管理委員会委員

各種審議会等委員

・行政改革推進委員会委員

.住所表示審議会委員

.特別職報酬等審議会委員

.行政相談員

・総合計画審議会委員

-ふるさとづくり運営会議委員

-情報公開・個人情報保護審査会委員

.情報化推進会議委員

.固定資産評価審査委員会委員

.市民活動推進委員会委員

-人権擁護委員

・環境審議会委員

-廃棄物減量等推進審議会委員

.不法投棄監視員

・消防委員

-防災会議委員

・交通指導員

-防犯指導員

・消防団幹部(本部付分団長まで)

.農業振興協議会委員

.中小企業資金融資運営委員会委員

.消費生活相談員

・民生委員・児童委員

・民生委員推薦会委員

.身体障害者相談員

・知的障害者相談員

-保護司

・介護認定審査会委員

-介護保険等運営協議会委員

.介護相談員

・主任児童委員

-学校医・学校歯科医・学校薬剤師、市医・市歯科医

・健康づくり推進協議会委員

-地区健康推進員

・予防接種健康被害調査委員会委員

.国民健康保険運営協議会委員

-都市計画審議会委員

-水道事業運営審議会委員

-学校給食センター運営委員会委員

.青少年相談員

・スポーツ推進委員

.社会教育委員

・文化財審議会委員

・公民館運営審議会委員

.図書館協議会委員

・青少年問題協議会委員

.市史編さん委員会委員

-視聴覚ライブラリー運営委員会委員

.文化ホール運営会議委員

-学校体育施設開放運営委員

.その他上記に類する者



別表4(第2条)

別表2に掲げる主な団体

-町内会・自治会・町会

.ライオンズクラブ

-ロータリークラブ

.商工会

・サザンプラザ運営協議会

.永治プラザ運営協議会

-船穂コミュニティセンター運営協議会

.印西地区食品衛生組合 

-JA西印膳農業協同組合

.交通安全協会

・防犯組合

-社会福祉法人社会福祉協議会

.シjレバー人材センター

-障害者団体連絡協議会

.ボランティア協議会

.更生保護女性会

-高齢者クラブ連合会

.遺族会

・印西市建設業組合

-建設業災害対策協力会

.造園組合

・女性の会

.子ども会育成会連絡協議会

.芸術文化協会

・PTA連絡協議会

-私立幼稚園連合会

.体育協会

・スポーツ少年団

.医師会

・歯科医師会

.薬剤師会

・その他上記に類する団体


